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浜
松
藩
家
老
伏
谷
如
水

次
郎
長
が
渡
世
人
の
生
活
か
ら
足
を
洗
い
、
大
変
身
を

遂
げ
る
の
は
明
治
元
年
だ
が
、
そ
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た

の
は
よ
く
言
わ
れ
る
山
岡
鉄
舟
で
は
な
く
、
浜
松
藩
家
老

伏
谷
如
水
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
如
水
は
官
軍
軍
政
下
の

駿
府
に
お
け
る
民
政
長
官
だ
っ
た
が
、
次
郎
長
を
抜
擢
し

て
地
元
の
治
安
責
任
者
と
し
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
次
郎
長
の
後
半
生
は
、
山
岡
鉄
舟
ら

旧
幕
臣
と
の
交
流
に
大
き
な
彰
響
を
受
け
て
い
る
。
威
臨

丸
事
件
を
は
じ
め
、
富
士
裾
野
開
墾
、
石
油
発
掘
、
英
語

矢
翻
部
礎
治
圏
記
些
次
郎
長

明
治
維
新
の
年
の
暮
、
三
保
神
社
神
官
太
川
健
太
郎
が
何
者
か
に
暗
殺
さ
れ
た
。
犯
人
は
徳

川
浪
士
ら
し
い
数
人
の
男
た
ち
と
さ
れ
る
。
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
の
明
治
新
政
府
の
下
、
徳

川
駿
府
藩
は
事
件
の
穏
便
な
解
決
に
動
く
が
、
次
郎
長
が
こ
れ
と
関
わ
っ
た
。

三
島
大
社
神
官
矢
田
部
盛
治
の
残
し
た
日
記
が
、
こ
の
時
期
の
次
郎
長
の
行
動
を
鮮
明
に
浮

彫
り
に
す
る
。
以
下
は
矢
川
部
日
記
に
よ
る
新
発
見
の
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。

ｌ
明
治
元
年
の
赤
心
隊
事
件
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

ｈ

塾
、
清
水
港
近
代
化
な
ど
次
郎
長
が
明
治
維
新
後
に
手
が

け
た
社
会
事
業
は
山
岡
鉄
舟
抜
き
に
は
語
れ
な
い
。
し
か

し
、
切
っ
た
張
っ
た
の
生
活
に
終
止
符
を
打
た
せ
、
次
郎

長
の
生
き
方
に
根
本
的
な
方
向
を
与
え
た
の
は
、
伏
谷
如

水
な
の
で
あ
る
。

一
昨
年
、
竹
内
宏
会
長
が
文
芸
春
秋
誌
の
随
筆
柵
に
、

「
次
郎
長
と
私
」
と
い
う
一
文
を
発
表
し
た
時
、
市
原
市

（
千
葉
県
）
の
高
石
鶴
子
さ
ん
か
ら
竹
内
会
長
宛
に
「
伏

谷
如
水
の
子
孫
だ
が
」
と
い
う
連
絡
が
あ
っ
た
。
竹
内
会

長
の
一
文
は
、
と
も
す
れ
ば
見
落
と
さ
れ
が
ち
の
如
水
と

次
郎
長
の
関
係
を
的
確
に
伝
え
る
も
の
だ
っ
た
の
で
、
そ
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篭鍵息…“
『宙

れ
を
読
ん
で
感
心
さ
れ
た
高
石
さ
ん
が
、
長
銀
綱
研
宛
に

電
話
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
理
事
長
秘
書
役
と
し

て
「
次
郎
長
翁
を
知
る
会
」
に
も
終
始
大
き
な
サ
ポ
ー
ト

を
し
て
下
さ
る
秋
岡
栄
子
さ
ん
か
ら
、
早
速
編
集
子
に
右

の
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。
編
集
子
は
高
石
さ
ん
と
連
絡
を

と
り
、
以
後
数
回
、
電
話
と
手
紙
を
交
わ
し
あ
っ
た
。

ふ
せ
や

高
石
さ
ん
は
旧
姓
が
伏
谷
で
、
如
水
の
酋
日
孫
に
当
る
。

浜
松
群
は
明
治
二
年
に
鶴
舞
（
市
原
市
）
に
お
国
替
え
と

な
り
、
如
水
は
こ
の
地
に
移
住
し
た
そ
う
で
あ
る
。
鶴
舞

に
は
城
吐
や
如
水
の
墓
所
も
あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
今
Ⅱ

ま
で
訪
ね
る
機
会
を
編
集
子
は
逸
し
て
い
る
。

伏
谷
如
水
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
高
石
さ
ん
か
ら
い
ろ

い
ろ
の
こ
と
を
御
教
示
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
中
で
編

集
子
が
最
も
驚
い
た
の
は
、
伏
谷
家
と
三
島
大
社
（
静
岡

し
ん
せ
き

県
一
二
島
市
）
神
官
の
矢
爪
部
家
が
親
戚
で
あ
る
と
い
う
事

実
で
あ
っ
た
。

次
郎
長
が
明
治
元
年
に
起
こ
っ
た
「
三
保
神
社
神
官
暗

殺
酬
件
」
に
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
し
て
い
た
か
は
、

こ
れ
ま
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
点
が
多
か
っ
た
。
編
集
子
は

数
年
前
「
駿
州
赤
心
隊
」
の
こ
と
を
調
べ
た
こ
と
が
あ
っ

た
が
、
そ
の
際
、
三
保
神
社
神
官
太
門
健
太
郎
が
暗
殺
さ

れ
た
直
後
に
、
妻
と
幼
い
子
供
が
三
島
大
社
の
矢
川
部
家

へ
避
難
し
た
と
い
う
事
実
を
知
っ
た
。
「
矢
川
部
盛
治
日

記
」
に
そ
の
こ
と
が
書
留
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
次
郎
長
が
そ
の
こ
と
に
ど
う
関
わ
っ
て
い
た
か

は
不
明
だ
っ
た
。
「
矢
田
部
日
記
」
は
大
変
難
読
の
た
め

細
部
ま
で
読
む
の
は
手
に
負
え
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。

「
次
郎
長
と
三
保
神
社
神
官
暗
殺
事
件
」
、
「
次
郎
長
と

伏
谷
如
水
」
と
並
べ
て
も
、
両
若
の
間
に
は
何
の
関
係
も

な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
伏
谷
如
水
と
矢
川
部
家
と
い

；

う
関
係
を
両
者
の
間
に
置
く
と
、
が
ぜ
ん
今
ま
で
知
ら
れ

な
か
っ
た
糸
が
、
両
者
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
考
え
が
浮
か
び
上
る
。

「
東
海
遊
侠
伝
」
に
は
、
次
郎
長
が
明
治
維
新
後
、
お

く
だ
り

上
の
御
用
で
一
二
島
へ
行
く
と
い
う
件
が
あ
る
。
途
中
黒

駒
一
派
に
出
会
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
ど
ん
な
用

向
き
で
三
島
に
行
っ
た
の
か
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
三
島
行
き
こ
そ
「
神
官
暗
殺
事
件
」
の
関
わ
り
で

は
な
い
の
か
、
さ
ら
に
こ
の
事
件
の
後
、
二
代
目
お
蝶
が

徳
川
浪
土
と
思
わ
れ
る
男
の
テ
ロ
に
遭
う
。
新
番
組
隊
士

に
よ
る
意
恨
が
こ
れ
ま
で
定
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
な
ぜ

怨
を
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
充
分
解
明
で
き

る
史
料
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
謎
を
解
く
た
め
に
は
、
史
実
を
丹
念
に
辿

っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
編
集
子
は
「
矢
田
部
盛

治
日
記
」
に
も
う
一
度
当
る
こ
と
に
し
た
。

明
治
元
年
の
静
岡

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
前
半
の
駿
府
を
中
心
と
す
る

出
来
事
を
時
系
列
に
従
っ
て
雅
叫
し
て
お
こ
う
。

蕊鋲

２

東
征
軍
が
駿
府
に
到
着
す
る
よ
り
も
前
、
こ
の
地
方
で

は
神
官
た
ち
に
よ
る
勤
王
義
勇
隊
が
結
成
さ
れ
て
い
た
。

大
井
川
以
西
で
は
遠
州
報
国
隊
、
大
井
川
以
東
、
富
土
川

以
西
で
は
駿
州
赤
心
隊
、
富
士
川
以
東
は
伊
豆
伊
吹
隊
で

あ
る
。

清水次郎長肖像

慶
応
三
年
十
二
月
、
大
政
奉
還
に
続
く
王
政
復
古
の
大

号
令
で
二
百
五
十
年
続
い
た
徳
川
幕
府
は
廃
絶
と
な
る
。

慶
応
四
年
（
こ
の
年
九
月
に
明
治
と
改
元
）
一
月
、
鳥

羽
伏
見
の
戦
い
で
幕
軍
は
敗
退
し
、
将
軍
慶
喜
は
大
阪
を

脱
出
し
、
開
陽
丸
に
乗
っ
て
江
戸
帰
着
。
次
い
で
慶
喜
追

討
令
が
発
せ
ら
れ
、
有
栖
川
宮
織
仁
親
王
を
大
総
督
と
す

る
東
征
軍
が
、
錦
日
月
の
旗
を
な
び
か
せ
て
東
に
向
か
っ

た
。
大
総
督
峨
仁
親
王
、
参
謀
西
郷
隆
盛
ら
東
征
軍
本
隊
が

駿
府
に
到
蒲
し
た
の
は
、
三
月
五
日
で
あ
る
。
そ
れ
に
至

る
ま
で
、
沿
道
の
諸
群
は
次
つ
ぎ
と
勤
王
請
書
に
署
名
し
、

東
征
軍
す
な
わ
ち
官
軍
に
加
わ
っ
た
。
御
三
家
の
一
、
尾

張
藩
で
は
藩
主
徳
川
慶
勝
が
幕
府
支
持
の
重
臣
三
人
を
斬

首
し
、
い
ち
早
く
旗
職
を
明
ら
か
に
し
た
。

浜
松
群
は
、
藩
主
井
上
正
直
が
老
中
と
し
て
江
戸
に
い

る
た
め
、
岡
元
家
老
伏
谷
如
水
と
、
城
代
井
上
織
部
の
二

人
で
決
断
し
、
尾
張
藩
か
ら
回
さ
れ
た
勤
王
請
書
に
署
名

し
た
。
浜
松
群
は
官
軍
傘
下
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。

藩
兵
を
率
い
て
東
征
軍
に
加
わ
っ
た
伏
谷
如
水
は
、
三

月
五
川
に
駿
府
入
り
す
る
。

す
で
に
駿
府
町
奉
行
所
は
解
体
し
、
奉
行
以
下
、
与
力

同
心
ら
は
江
戸
に
引
揚
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
駿
府
城
大

手
門
に
は
、
東
征
軍
の
据
え
た
三
門
の
砲
門
が
周
辺
を
威

圧
し
た
。



も
と
も
と
こ
の
地
方
で
は
、
賀
茂
真
測
、
本
居
宜
長
、

平
田
篤
胤
ら
を
源
流
と
す
る
国
学
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
歌

会
な
ど
に
名
を
託
し
て
会
合
が
開
か
れ
、
神
官
た
ち
は
皇

室
の
衰
微
を
嘆
い
た
り
、
王
政
復
古
を
論
じ
て
気
勢
を
上

げ
て
い
た
。

神
官
た
ち
に
と
っ
て
徳
川
幕
府
は
、
い
わ
ば
怨
敵
で
あ

る
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
そ
の
手
厚
い
仏
教
保
護
政
策
の

も
と
に
神
葬
祭
は
禁
じ
ら
れ
、
神
官
に
仕
え
る
社
人
と
い

え
ど
も
い
ず
れ
か
の
寺
の
檀
徒
と
し
て
、
宗
門
改
帳
に
記

赦
を
強
要
さ
れ
た
。
古
く
か
ら
の
領
地
を
削
減
さ
れ
た
神

社
も
少
な
く
な
い
。
神
官
た
ち
は
長
い
Ⅲ
僧
侶
の
下
風
に

つ
か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
時
代
は
、
天
皇
御
親
政
の
実
現
に
よ
っ
て

一
変
す
る
こ
と
に
な
る
。
王
政
復
古
宣
言
に
続
い
て
朝
廷

で
は
、
い
ち
早
く
仏
事
を
廃
止
し
た
。
神
官
た
ち
は
、
今

こ
そ
自
分
た
ち
の
時
代
が
到
来
し
た
こ
と
を
感
じ
と
っ
て

い
た
。
神
官
た
ち
に
よ
る
勤
王
義
勇
隊
の
結
成
は
、
ま
ず
遠
州

報
国
隊
が
口
火
を
切
っ
た
。
続
い
て
、
遠
州
日
坂
の
八
幡

神
社
神
主
誉
田
束
稲
が
駿
河
の
三
保
神
社
神
官
太
旧
健
太

郎
、
草
碓
神
社
森
斉
宮
ら
を
説
き
、
駿
州
赤
心
隊
が
結
成

さ
れ
た
。
隊
長
は
富
士
宮
浅
間
神
社
宮
司
富
士
亦
八
郎
。

隊
員
お
よ
そ
八
十
名
で
、
二
月
一
一
十
三
日
に
、
駿
府
浅
間

神
社
で
結
隊
式
が
開
か
れ
た
。
有
栖
川
宮
大
総
督
以
下
の

東
征
軍
が
駿
府
に
到
着
す
る
三
月
五
日
、
赤
心
隊
員
全
員

が
、
駿
府
の
西
を
流
れ
る
安
倍
川
の
河
原
に
集
ま
り
、
大

総
督
宮
を
出
迎
え
た
。
赤
心
隊
員
連
名
で
東
征
軍
参
謀
林

玖
十
郎
に
宛
て
た
従
軍
願
書
に
は

つ
か
ま
つ

「
ｌ
粉
骨
砕
身
仕
リ
赤
心
報
国
ノ
微
忠
仕
リ
タ
ク
」

と
あ
る
。

安
倍
川
に
か
け
ら
れ
た
急
造
の
仮
橋
を
渡
り
駿
府
城
入

り
し
た
東
征
軍
本
隊
は
、
三
月
五
日
か
ら
お
よ
そ
一
ヵ
月

に
わ
た
っ
て
駿
府
に
滞
在
し
た
。
滞
在
が
長
引
い
た
の
は

江
戸
か
ら
勝
海
舟
の
密
書
を
携
行
し
た
山
岡
鉄
舟
が
、
駿

府
に
西
郷
隆
盛
を
訪
ね
、
そ
の
提
示
し
た
条
件
を
京
都
に

裁
下
を
仰
ぐ
の
に
手
間
ど
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ふ
ん
き
ゆ
う

慶
喜
討
伐
の
東
征
軍
を
迎
え
る
江
戸
城
内
は
紛
糾
し

て
い
た
。
天
皇
を
戦
く
東
征
軍
と
い
え
ど
も
薩
長
が
名
を

か
り
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
断
乎
討
つ
べ
し
と
す
る
主
戦

論
が
大
勢
を
占
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
慶
喜
は

い
ち
早
く
恭
順
の
意
を
表
し
、
上
野
寛
永
寺
内
大
慈
院
に

引
き
こ
も
っ
た
。
幕
閣
で
の
非
戦
論
の
筆
頭
は
、
早
く
か

ら
大
政
奉
還
を
唱
え
、
か
つ
硬
骨
漢
と
し
て
知
ら
れ
る
大

久
保
一
翁
と
、
同
じ
開
明
派
で
薩
長
と
も
深
い
人
脈
関
係

を
持
つ
勝
海
舟
で
あ
る
。

江
戸
は
正
に
戦
火
に
か
か
ろ
う
と
し
て
い
た
。
東
征
軍

の
本
隊
に
先
ん
じ
て
、
先
鋒
は
早
く
も
箱
根
を
越
え
、
神

奈
川
か
ら
六
郷
の
渡
し
に
達
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
勝
海

舟
は
江
戸
城
総
攻
撃
中
止
交
渉
を
開
こ
う
と
、
密
書
を
西

し
た
た

郷
隆
盛
宛
に
認
め
た
。
精
鋭
隊
（
慶
喜
護
衛
隊
、
後
の

新
番
組
）
隊
長
山
岡
鉄
太
郎
が
使
者
を
買
っ
て
出
る
。

東
海
道
の
宿
場
宿
場
は
、
す
で
に
東
征
軍
先
鋒
隊
に
押

さ
え
ら
れ
て
い
る
。
鉄
舟
は
通
行
査
証
と
し
て
、
前
年
の

薩
摩
屋
敷
焼
打
事
件
で
幕
府
側
が
捕
え
て
い
た
薩
摩
藩
士

益
満
休
之
助
を
同
行
者
と
し
て
従
え
て
い
た
。
官
軍
陣
営

を
強
行
突
破
し
な
が
ら
進
ん
だ
鉄
舟
は
、
三
月
九
日
に
駿

府
に
着
く
。

言
い
伝
え
で
は
、
駿
府
到
着
の
直
前
、
由
比
宿
と
興
津

き
っ
た

宿
の
中
間
に
あ
る
薩
唾
峠
で
鉄
舟
ら
は
討
手
に
包
囲
さ
れ
、

近
く
の
旅
宿
望
撤
亭
に
難
を
逃
れ
た
と
い
う
。
望
獄
亭
に

は
、
鉄
舟
が
か
く
ま
わ
れ
た
御
礼
に
と
置
い
て
い
っ
た
フ

ラ
ン
ス
製
小
銃
が
残
さ
れ
て
い
る
。
望
撤
亭
は
駿
河
湾
に

臨
む
海
辺
に
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
小
舟
を
出
し
て
鉄
舟
を

無
事
駿
府
に
送
っ
た
の
は
、
次
郎
長
だ
と
の
言
い
伝
え
も

残
さ
れ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
三
月
九
日
に
駿
府
入
り
し
た
鉄
舟
は
、
伝

馬
町
の
旅
宿
松
崎
屋
源
兵
衛
に
宿
泊
し
て
い
る
東
征
軍
参

謀
西
郷
隆
盛
と
会
見
、
と
り
あ
え
ず
三
月
卜
五
日
に
予
定

さ
れ
て
い
た
江
戸
城
総
攻
撃
計
画
を
中
止
さ
せ
る
こ
と
に

成
功
し
た
。
後
に
江
戸
薩
摩
屋
敷
で
西
郷
と
海
舟
が
会
見

し
、
四
月
十
一
日
に
江
戸
城
が
明
け
渡
さ
れ
る
。
無
血
開

城
に
よ
っ
て
江
戸
を
戦
火
か
ら
救
う
道
は
鉄
舟
の
決
死
行

に
よ
っ
て
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。

ＦｄＪ１

３

新番組隊長格松岡葛

次
郎
長
を
抜
擢

駿
府
に
駐
留
を
続
け
た
東
征
軍
は
、
地
元
の
治
安
責
任

者
と
し
て
、
総
督
橋
本
実
梁
名
で
伏
谷
如
水
を
「
駿
府
町

差
配
役
判
事
」
に
任
命
し
た
。
幕
府
時
代
の
駿
府
町
奉
行

に
代
わ
る
も
の
で
警
察
権
を
預
か
る
民
政
長
官
で
あ
る
。

伏
谷
如
水
は
地
元
の
親
分
次
郎
長
の
起
用
を
決
断
し
た
。




















